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2019 年９月４日 

各  位 

会 社 名 ポ ー ト 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 春 日 博 文 

（コード番号：7047 東証マザーズ・福証 Q-Board） 

問い合わせ先 取 締 役 副 社 長 長 丸 山 侑 佑 

TEL. 03-5937-6466 

 

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定及び 

（訂正）「募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」の 

一部訂正に関するお知らせ 
 

 

当社は、2019 年８月９日及び 2019 年８月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役及び従業員に

対して有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

また、2019年８月９日に開示いたしました「 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に

関するお知らせ」につきまして、一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、

訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

I．内容の確定 

１．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権１個当たり権利行使価額 93,800 円（１株当たり 938 円） 

 

〔ご参考〕 

本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2019 年８月９日及び 2019 年８月 20日 
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II．開示事項の訂正及び訂正箇所 

（訂正前） 

Ⅱ．新株予約権の発行要項 

３．新株予約権の内容 

（６）新株予約権の行使の条件  

①新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2022 年３月期

から 2024 年３月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益

計算書の売上高が 60 億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権

を当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書（連結損益計算書を作成して

いる場合、連結損益計算書）における売上高を参照するものとする。 

（後略） 

（訂正後） 

Ⅱ．新株予約権の発行要項 

３．新株予約権の内容 

（６）新株予約権の行使の条件  

①新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2022年３月期

から 2024 年３月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益

計算書の売上高が 60 億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権

を当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から行使

することができる。 

なお、売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書（連

結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書）における売上高を参照するものと

する。 

（後略） 

 

以 上 


